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この時間で学ぶこと

身体拘束の廃止に向けた取り組み
➢ 身体拘束とは？
➢ 身体拘束の3要件とは？

やむを得ず身体拘束を行う時の手続き
➢ やむを得ず身体拘束を行う際の厳格な手続き

➢ 身体拘束廃止未実施減算

➢ 座位保持装置等について

身体拘束等の適正化のための体制整備
➢ 事業所における虐待防止委員会について
➢ 身体拘束等の適正化のための体制整備に向けた

チェックリスト



障害者虐待防止法の概要

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加に
とって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対す
る虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のため
の措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護
者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目
的とする。

（平成23年6月17日成立、同6月24日公布、
平成24年10月1日施行）

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害
及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを
いう。
２ ｢障害者虐待｣とは、次の３つをいう。
①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③使用者による障害者虐待

３ 障害者虐待の類型は、次の５つ。（具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる）

（障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること）

（障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等）

（障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと）

（障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること）

（障害者から不当に財産上の利益を得ること）

①身体的虐待

②放棄・放置

③心理的虐待
④性的虐待

⑤経済的虐待

目的

定義



身体拘束の廃止に向けて

身体拘束は・・・

１）障害者の能力や権利を奪うことにつながる行為

２）本人の尊厳を侵害、身体的・精神的な弊害

３）家族にも大きな精神的負担

４）職員のモチベーション・支援技術の低下

全ての人には自分自身の意思で自由に行動
し生活する権利がある

身体拘束の廃止は、本人の尊厳を回復し、悪循環を止め
る、虐待防止において欠くことの出来ない取り組み



どのような行為が身体拘束に該当するのか？

① 車いすやベッド等に縛り付ける。

② 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋
を付ける。

③ 行動を制限するために、介護衣（つなぎ服）を
着せる。

④ 支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動
を制限する。

⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に
服用させる。

⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔
離する。



身体拘束の廃止に向けて

障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身
体的虐待に該当する行為とされています。身体拘束の廃止は、虐待防止において
欠くことのできない取り組みといえます。

やむを得ず身体拘束を行うときの留意点

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」等には、緊急やむを得な
い場合を除き身体拘束等を行ってはならないとされています。さらに、やむを得
ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならないとされ
ています。

緊急やむを得ない場合とは・・・ ※以下のすべてを満たすこと
① 切迫性

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著

しく高いことが要件となります。
② 非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。
③ 一時性

身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。



“やむを得ず”

注意が必要なフレーズ

「やむを得ない場合を除き」

やむを得なければ身体拘束をしても許さ
れるのでしょうか？

ここがポイントです！



「やむを得ない」ですか？

•人手不足で利用者の安全が確保できません。

→人手不足は利用者の責任？十分なリスクマネ
ジメントが為されていますか？業務の采配、マ
ネジメントは十分ですか？組織のルールは見え
るようになってますか？

•支援力不足（ケアの質）で事故の可能性が…

→職員の質が低いのは利用者の責任？支援の質
を上げる努力は十分でしょうか？組織的に人材
の確保に努めていますか？



正当な理由？

虐待防止法では

「正当な理由なく」障害者の身体を拘束
する事は、「虐待」

ちょっと待て。正当な理由って何だ？

→誰にとって正当な理由なのか？



“やむを得ず”身体拘束を行う時の留意点

緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等
を行ってはならないと記載されています。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」

では「緊急やむを得ない」時とは？

やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件



「緊急やむを得ない」時の視点

①切迫性

利用者本人又は他の利用者等の生命、身
体、権利が危険にさらされる可能性が著
しく高いことが要件となります。切迫性
を判断する場合には、身体拘束を行うこ
とにより本人の日常生活等に与える悪影
響を勘案しそれでもなお身体拘束を行う
ことが必要な程度まで利用者本人等の生
命又は身体が危険にさらされる可能性が
高いことを確認する必要があります。



「緊急やむを得ない」時の視点

②非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替
する方法がないことが要件となります。非代
替性を判断する場合には、まず身体拘束を行
わずに支援する全ての方法の可能性を検討し、
利用者本人等の生命又は身体を保護するとい
う観点から、他に代替手法が存在しないこと
を複数職員で確認する必要があります。また、
拘束の方法についても、利用者本人の状態像
等に応じて最も制限の少ない方法を選択する
必要があります。



「緊急やむを得ない」時の視点

③一時性

身体拘束その他の行動制限が一時的であ
ることが要件となります。一時性を判断
する場合には、本人の状態像等に応じて
必要とされる最も短い拘束時間を想定す
る必要があります。



その上で厳格な手続きが必要

１）組織による決定と個別支援計画への記載

２）本人・家族への十分な説明

３）行政への相談、報告

４）必要な事項の記録

○要件と手続きを踏めば免罪符となる訳ではない
○手続きは自問するための時間であり、自分たちの支援力を

見直すための時間であり、過ちを犯さないための時間

要件をすべて満たしても、手続きを踏んで、安易に行
わず、慎重に判断する。常に「誰のため」「何のため
」「本当に他に方法はないのか」等、「繰り返し自問
する（疑問を抱き続ける）」ことが大切



組織による決定

やむを得ず身体拘束を行うときには、個
別支援会議等において組織として慎重に
検討・決定する必要があります。この場
合、管理者、サービス管理責任者、運営
規程に基づいて選定されている虐待の防
止に関する責任者等、支援方針について
権限を持つ職員が出席していることが大
切となります。



個別支援計画への記載

身体拘束を行う場合には、個別支援計画
に身体拘束の様態及び時間、緊急やむを
得ない理由を記載します。これは、会議
によって身体拘束の原因となる状況の分
析を徹底的に行い、身体拘束の解消に向
けた取組方針や目標とする解消の時期等
を統一した方針の下で決定していくため
に行うものとなります。ここでも、利用
者個々人のニーズに応じた個別の支援を
検討することが重要となります。



本人・家族への十分な説明

身体拘束を行う場合には、これらの手続
きの中で、適宜利用者本人や家族に十分
に説明をし、了解を得ることが必要とな
ります。



必要な事項の記録

必要な事項の記録また、身体拘束を行った
場合には、その様態及び時間、その際の利用
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由等必要な事項を記録します。なお、「障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律に基づく指定障害者支援施設
等の人員、設備及び運営に関する基準」では、
身体拘束廃止未実施減算が定められているた
め、必要な記録がされていない場合は、運
営基準違反に問われる場合があります。



身体拘束廃止未実施減算

平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定
において、身体拘束等の適正化を図る為、
身体拘束等に係る記録をしていない場合
について、基本報酬を減算する「身体拘
束廃止未実施減算」が創設されました。

≪身体拘束廃止未実施減算≫ ５単位／日



座位保持装置等に付属するベルト・
テーブルの使用について

座位保持・座位保持装置の視点

①車椅子等に座った時に、姿勢をしっかり保持（維持）
するここで、背もたれ、座面等の機能がその人に合うよ
うに調整される必要があります

②褥瘡予防（座圧）、移動保障の視点等も踏まえ、アセ
スメントを経て、その人のQOLを高める上で車いすユー
ザーには不可欠な機能と言えます

③身体に重度の障害のある人の中には、脊椎の側わんや、
四肢、関節等の変形・拘縮等の進行により、身体の状態
に合わせ体幹の安定等のため座位保持装置や車いすを医
師の意見書又は診断書によりオーダーメイド等により製
作し、使用されている方も少なくありません。そのため
安全かつ安楽に座位が維持されるようにベルトやテーブ
ルも使用されます



一概に身体拘束にあらず

ベルトやテーブルを身体拘束にあたると
して、ベルトを外し転落したり、怖い思
いをされるということが各所で起きてい
ます。そのため危険を回避しようとして、
ベッド上での生活を強いるなど不適切な
対応を招くこともあります。むしろベル
トやテーブルを外すことで危険を招く場
合があります



身体拘束との違い

座位の安定、移動の自由、快適な暮らし
を維持するために、ご本人（場合によっ
てはご家族）の意思で、適正な手続きを
踏み、適宜見直されていれば、「身体拘
束」同様の詳細な記録は求められていま
せん。その目的や対応に応じて適切に判
断される必要があります



記録は？

平成31年3月29日付け厚生労働省障害福
祉部障害福祉課事務連絡では「ケア記録
等への記載については、必ずしも身体拘
束を行う間の常時の記録を求めているわ
けではなく、個別支援計画に記載がない
緊急やむをえず身体拘束を行った場合に
は、その状況や対応に関する記載が重要
である」（障害福祉サービス等報酬に係
るQ&A)と明記されました



ただし！
座位保持装置でも留意点は守る必要があ
ります

➢ベルトやテーブルをしたまま障害者を椅子の上で長時
間放置するような行為については身体拘束に該当する
場合もあるため、座位保持装置等に付属するベルトや
テーブルの使用であれば一律に身体拘束ではないと判
断することも適当でないのは当然のことですので留意
が必要です。

➢座位保持装置等を漫然と長時間使用することを防ぐた
めには、個別支援計画に座位保持装置等を使用する場
面や目的、時間とともに、リクライニングによる体位
変換やベッドや他の用具等に移乗して休息する時間に
ついても記載し、長時間の同一姿勢による二次障害や
褥瘡を計画的に防止することが必要です。



虐待防止責任者

各部署の責任者

サービス管理責任者など

虐待防止責任者の役割
• 各職員のチェックリストの実施
• 倫理綱領等の浸透、研修の実施
• ひやり・ハット事例の報告、分析
• 身体拘束に関する適正化について
の検討等
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（サービス管理責任者）看護師

事務長、利用者や家族の代表者

苦情解決第三者委員など

職

員

職
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虐待防止委員会の役割
・研修計画の策定、・職員のストレスマネジメント・苦情解決

・チェックリストの集計、分析と防止の取組検討
・事故対応の総括・他の施設との連携

・身体拘束に関する適正化についての検討等

障害福祉サービス事業所における虐待防止委員会の例
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身体拘束等の適正化のための体制
整備に向けたチェックリスト

令和3年度障害者総合推進事業「障害者虐待防止の効果的な体制
整備及び精神科医療機関等における虐待防止のための啓発資料の

作成と普及に関する研究」（PwC）



小規模事業所の体制整備等における
効果的な取り組みのポイント

令和3年度障害者総合推進事業「障害者虐待防止の効果的な体制
整備及び精神科医療機関等における虐待防止のための啓発資料の

作成と普及に関する研究」（PwC）


